
 令和３年４月１９日 

公益社団法人 日本農業法人協会 

副会長 齋藤一志 

特殊車両通行許可申請の現状及び要望について 

規制緩和により、令和２年に農機具の作業機付き公道走行が認められるようになり、現場

の農業者の間では、大変歓迎しております。 

各種の免許を取得しても車幅が２．５ｍを超える作業機を装着・けん引する場合は、特殊

査証通行許可申請が必要となり、私も２台のトラクターにそれぞれアタッチメント装着し、

申請書類を作成し許可をいただきました。 

その際、国交省では、申請のオンライン化が進んでおりますが、農業用車両の項目がなく、

県担当者でも申請が出来ずに紙ベースでの書類作成になりました。 

又、紙ベースでの書類作成においても交差点番号とトラクターの軌跡図の作成ができない

ため、県担当者に作成をお願いしてようやく申請に至りました。 

新幹線をトレーラーに積み込み公道走行する場合の申請と、農業用トラクターが２．５ｍ

を超えたアタッチメントを取り付けて圃場間を移動するのと同じ申請が必要な状況です。 

ついては、農業者でも自力で簡単に申請ができるように次の要件緩和、手続きの改善を行

って頂きたくご検討をお願い申し上げます。 

１． 軌跡図、別添図、交差点番号の提出免除 

２． オンライン申請に農業用作業機専用項目の追加 

３． ルートの追加申請を簡便な方法で対応 

※ アメリカでは、農業用車両は道路交通法適用除外になっており、作業中の回転灯の

点滅のみになっている。高速道路も走行可能。
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